
［事務局による仮訳です。御参考まで。］ 

[英文] https://www.jetro.go.jp/thailand/e_survey/hazardousact.html 

 

タイプ１

(第1種)

タイプ２

(第2種)

タイプ３

(第3種)

タイプ４

(第4種)

輸出入の

前に書式

W o.A o./A

o.K o.6を

提出

登録する

（書式

W o.A o./

A o.K o.1）

登録し(書式

W o.A o./A o.K o.1)､

許可証(書式

W o.A o./A o.K o.1,3,

5,7)で申請する。

目的
工業的

使用

登録料

を支払う

担当官が有害物質

貯蔵所を検査

実験室での参照

物質として使用

許可さ

れない

登録証

を取得
結果 不認可

許可申請

(輸入/所有)

タイプ2有害

物質の申請書

を提出(書式

W o.A o./A o.K

o.5 ）

認可

30日以内

に大臣へ

異議申し

立て

書類審査

輸出入前に書

式W o.A o./A o.

K o.6を提出

登録料

を支払う

不認可

(終了)
結果 不許可

登録証明書と許可

証を取得

許可証発行

（輸入/所有）

輸出入前に書式

W o.A o./A o.K o.6を

提出

輸入前に有害物

質の輸入データ

シートを提出

許可証所有者は、

新しい登録を申請

することなく、有

効期限前に許可証

を更新することが

できる

許可証は6ヶ月

以下及び1回の

輸入に有効

注：　これらの手順は、有害物質の輸出入にのみ適用されます。

有害物質の輸入または輸出の手続き 

処理時間:

    関する注意

 　-  Single W indow  O ffice

　　 で15分/申請当たり

　 -  E-提出：自己による

      30分/ 申請当たり

      20営業日（保管場所の

      検査を含む）


